
 

 

 

第９期介護保険事業支援計画・第 10次三重県高齢者福祉計画（案）について 

 

 

現行の第８期介護保険事業支援計画期間は、令和６（2024）年３月 31日まで

としています。 

次期計画となる第９期介護保険事業支援計画・第 10次三重県高齢者福祉計画

の策定に当たっては、令和５（2023）年３月末までに国から医療計画策定指針等

の通知がされる見込みであり、各通知等に基づいて、令和５（2023）年度に３回

程度、各関係部会・協議会等を開催し、令和６（2024）年２月を目途に取りまと

めを行う予定です。 

 

 

１ 計画策定に向けて検討する内容 

国が示す計画策定の基本方針をふまえて、地域包括ケアシステムの深化・推

進に向けた県の具体的な取組内容、数値目標・施策等を検討します。 

・介護サービスの基盤整備 

・地域包括ケアシステムの推進のための支援 

・認知症施策の推進 

・安全安心のまちづくり 

・地域包括ケアシステムを支える介護人材の確保および業務効率化の取組 

・介護保険制度の円滑な運営と介護給付の適正化 

 

２ 次期計画の計画期間 

令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３年間 

 

３ 第９期介護保険事業支援計画・第 10次三重県高齢者福祉計画策定に向けた 

スケジュール（案） 
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